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別 紙

調 査研 究 内容

月 日 令和元年 8月 7日 (水 )～令和元年 8月 9日 (金 )

旅行先 兵庫県明石市、兵庫県養父市

調 査研 究事項 認定 こども園の運営な らびに公共交通政策について

〔内容〕

◆兵庫県明石市 「認定 こども園の運営」について

明石市は、神戸市へ電車で 15分、大阪へは 30～ 40分 圏内 とい う位置にあ りなが ら、

地価がそれ ほ ど高 くな く、また、平成 28年 秋か ら第 2子以降の保育料無料、中学校 3年

生までの医療費無料な ど子育て支援策を行つていることから、6年連続人 口増 となってお

り、特に 30・ 40代 とその子供が増加 してい る。それに伴い年々待機児童が増加 し、平

成 28年 1月 に待機児童緊急対策室を設置す るものの、平成 30年度で待機児童数が 57

1人 となつた。そ こで、待機児童対策 を最重要課題 として取 り組んだ ことによ り、平成 3

1年度 には 7年ぶ りに減少 し412人 となつた。

市内の子育て環境 について、幼稚園については 31施設 (公 立 28、 国立 1、 私立 2)、

保育園については 78施設 (公 立 11、 私立 58、 小規模 9)と なつている。その他、認

可外施 設 が 50ほ どあ る。

二見 こども園について、まず、導入経過 について、元々敷地を隣に していた市立二見幼

稚園、市立二見保育園の 2つ の施設 を、幼保連携型認定 こども園 「二見 こども園」として

平成 28年 4月 に開園 した。次に、児童数 について、平成 31年 4月 現在幼稚園部分は 5

9名 (3歳児 15名 、 4歳児 20名 、 5歳児 24名 )、 保育所部分は 109名 (0～ 1歳
|

児 14名 、 2歳児 18名 、 3歳 児 20名 、 4歳児 25名 、 5歳児 32名 )で ある。

開園後の課題 について、そもそ も幼稚園 と保育所 に対 して保護者が求める内容が違 つて

お り、これ までの幼稚園・保育所生活がそのまま送れ ると考 えていた保護者か らの苦情が

絶 えず、「前の方が良かつた」 とい う声が多い。 また、例 えば入園式 について、保育所は

4月 1日 に開所式 を行 い、幼稚園は 4月 10日 前後 に入園式 を行 うが、地域の来賓 を招い

ての式 を行 うにあた り、2度 入園式を行 うことは難 しい。さらに、気象等の警報が発表 さ

れた場合、幼稚園部分 は臨時休園 とな り、イ ンフルエ ンザ等が流行すれば学級 閉鎖 となる

が保育園部分 はそれが無いな ど、元々幼稚園 。保育園で独 自に行事 を行い、それぞれ の制

度 の 中で異 な った対応 を していた もの を一 つ の施設 に統合 し行 つてい くこ とは、保護 者 や

地域の理解 が得 られない。

開園後のメ リッ トについて、年が経つにつれ児童 の活動量が増加 してい くことか ら、統

合 し園庭が広 くなった ことで、活動量に見合 つた場が確保できた こと。また、新入園児 と

継続児が同 じクラスになることで、先輩園児が不安な新入園児 を リー ドす るな ど、子 ども

の育ちにプラスの効果がある。さらに、親 の状況が変わ り2号認定か ら 1号認定になつた
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場合、保育所部分か ら幼稚園部分 に移 ることとな り、退園の必要が無 くそのまま入園を

継続す ることができる。

本市では、令和 2年 4月 小高区において認定 こども園を開設す るが、別々の施設 を統合

すれば苦情が発生す るが、初 めか ら認定 こども園 としてスター トすれば苦情はない と明石

市の担 当者が話 されていたことか ら、スムーズな運営が期待できるもの と捉 えている。明

石市の事例 を参考に、引き続 き本市での子育て環境の充実が図 られ るよ う議論 していきた

い 。

◆兵庫県養父市 「公共交通政策 (自 家用有償観光旅客等運送事業 )」 について

養父市は、平成 16年 4月 に 4町が合併 し誕生 したが、人 口減少 に伴 う高齢化の進行に

よつて、基幹産業である農業の担い手不足 と耕作放棄地の増加が課題 となった ことか ら、

国家戦略特区を申請 し、平成 26年 3月 に国家戦略特別 区域 の指定を受 けた。規制改革 と

して、農業委員会 と市の事務分担、企業 による農地取得の特例、テ レビ電話 による服薬指

導の特例な ど、現在 9つ の規制改革を行 っている。その中の一つである、過疎地域等での

の自家用 自動車の活用拡大 として、自家用 自動車による観光客を含めた旅客運送ができる

ようになった。

養父市が抱 えていた交通課題 について、市の中心地は旧人鹿町であ り、そこには鉄道、

病院、商業施設、公共施設があ り、そ こまでの移動手段は国道・県道 を走行す るバスを利

用すれば行 くことができる。 しか し、旧大屋町、旧間宮町内にはそれぞれ医療機 関、金融

機関、公共施設があ り、そこまでの移動手段は地域の知 り合いや家族が送迎 しているとい

う状況であるが、高齢化 に伴 い、知 り合いにお願いす るとい うことが困難 となっている。

タクシー会社について、旧人鹿町に 2社、 1日 養父町に 1社 あるが、旧大屋町、旧間宮町内

にはタクシー会社は無 く、旧大屋町・間宮町まではタクシー会社か ら片道 30～ 40分 程

度かか り、そこか ら長距離の乗車 を して もらえれば採算が合 うが、旧大屋・間宮町内の移

動では採算が合わず、依頼 をすべて断つていた状況であ り、タクシー空 白地の交通手段の

充 実 が求 め られ ていた。

そこで、平成 27年 に国家戦略特区の道路運送法の特例の活用を提案 し、平成 30年 1

月に養父市マイカー運送ネ ッ トワークを設立、同年 4月 に自家用有償旅客運送者登録申請

を行い、同年 5月 26日 より自家用有償観光旅客等運送事業「やぶ くる」の運行を開始 し

た。特区を活用 して地域課題 を解決 したい とい う思いで市長が提案 したが、提案後、全国

タクシー協会会長、労働組合委員長な ど業界関係者が訪れ、事業に反対 との抗議 を何度 も

受 け、また、地元のタクシー会社 も反対 し、当初市内全域で事業を行 うこととしていたが、

地域 を限定す るとい うことで納得 して もらつた。検討会議には、市内タクシー、バス事業

者、市担 当部署がメンバー とな り、 9回 の検討会議 を開催 し事業開始 に至った。

「やぶ くる」の事業について、事業主体は、特定非営利活動法人養父市マイカー運送ネ ッ



トワー クが行 つてお り、会員は市内タクシー、バス事業者、観光関連団体、事業実施 区域

の 自治組織 な どである。法人運営に係 る事務は全但観光 (株 )(市内タクシー事業者)ヘ

事務 を委託 している。実施区域 は大屋・間宮地域で、運賃は、それぞれの公民館、集会所

間の距離で算出 し、それを基 に料金表 を作成 し徴収 している。運賃的にはタクシー料金の

70%程 度 としている。運行は 12月 30日 ～ 1月 3日 を除 く毎 日で、受付時間は 8時 ～

17時 まで としている。運行車両数は事業開始時 12車両、16名 の登録 ドライバーであ

る。料金 の配分については、NPO法 人 (運 営費)25%、 タクシー事業者 (手数料)5

%、 登録 ドライバー (報酬)70%で ある。また、今の運賃収入での運営は困難 なことか

100万 円/年 を市か ら補助 を入れている。登録 ドライバーの報酬 は、多 くて も月 1万 円

程度 (依 頼は 1日 1件 あるかないか)で あ り、報酬 を収入源 としては考 えていな く、ボラ

ンテ ィア とい う考えで行つている。

安全対策 について、登録 ドライバーについては、一般 自家用有償運送 と同 じく、2種免

許所持者 か講習受講者であ り、また、運転・接客な どの講習会 を実施 している。運転者 は

75歳 まで とし、健康診断書、 2年分の無事故無違反証明書を提出す る。さらに、市民 ド

ライバーの安全確認、点呼、健康状態の確認 はテ レビ電話で行 つている。

利用者 の状況について、特区提案では観光客をとしていたものの、利用者 の殆 どは高齢

者の リピー ターであ り、週 1回 の買い物、デイサー ビス、公共施設への移動な ど生活移動

が主 目的である。 また、デイサー ビスの送迎 を 「やぶ くる」に切 り替 えた事業者 もいる。

養父市の考 え方 として、地域のタクシー事業者 トラブル を起 こ してまでは事業化 した く

ない とい う思いであつたが、当初様 々な業界団体か らの反対があつた ものの、タクシー空

白地域の解消策が見出せず、事業区域 を限定す ることでの事業化 に、地域のタクシー、バ

ス事業者 もある程度理解 していただき、また、事業に参加 していただ くことによって成立

している。研修 中、養父市の広瀬市長 自ら、特区申請や 「やぶ くる」の経緯 についてご説

明いただき、市長の リーダーシ ップ と事業者 との粘 り強い話 し合いの結果 によ り、この事

業 を進 めることができた と感 じた。本市で も、市内の公共交通には様 々な課題 があること

か ら、その解決策の一つ として養父市の事例 を参考に議論 していきたい。

ら、NPO法 人に対 しイニシャル コス トとして 280万 円/年 、ランニングコス トとして


